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第６回こども家庭審議会基本政策部会審議事項についての意見 

                      

                            木 田 秋 津 

 

 第６回こども家庭審議会基本政策部会で審議される事項に関連して、当職の

意見は以下のとおりである。 

 

１．「こどもの権利影響評価」の導入 

「こどもまんなか」の実現に向けた EBPM に関連し、こども施策をエビデンス 

に基づき多面的に立案し、評価し、改善すること及び事前の施策立案段階から

事後の施策の効果の点検・評価・公表まで、それぞれの段階で EBPM に取り組

むことについては、基本的に賛成である。 

ただし、EBPM に取り組むにあたっては、施策の評価における指標を如何に

捉えるかが肝要であるところ、社会のあらゆる場面においてこどもの最善の利

益が第一次的に考慮されていることを確保し、事前の施策立案段階から事後の

施策の効果の点検・評価・公表までの各段階において、こどもの権利に如何に

影響を与えているかを指標として検証する「こどもの権利影響評価 Child-

rights impact assessment(CRIA)」を導入することを提言する。 

「こどもの権利影響評価」については、国連子どもの権利委員会一般的意見

14 号（2013 年）パラグラフ 99（添付１）、及び一般的意見 5 号（2003 年）パ

ラグラフ 45～47（添付２）にも言及がある。 

このうち、一般的意見５号（2003 年）は、子どもの権利条約の実施に関する

一般的措置（条約第 4 条、第 42 条及び第 44 条 6 項）についての一般的意見で

あるが、パラグラフ 45 において、条約第 3 条 1 項に定める子どもの最善の利

益が第一義的に考慮されること等を確保するためには、子ども影響事前評価

（子ども及びその権利の享受に影響を及ぼすいかなる法律、政策または予算配

分の提案についてもその影響を予測すること）と子ども影響事後評価（実施の

実際の影響を評価すること）という継続的プロセスが要求され、このプロセス

はあらゆるレベルの行政機構に、また政策立案のできるだけ早い段階に組み込

まれなければならないと指摘しているところ、条約実施機関による有権的な解

釈指針として尊重されるべきである。 

なお、子どもに直接または間接に影響を及ぼすこどもの施策の多くは、地方

自治体によって実施されるところ、国・地方自治体が、民間団体の知見も得な

がら、互いに協力して「子どもの権利影響評価」の観点から具体的指標を策定
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し、子どもの権利保障をモニタリングする仕組みを構築する必要があることを

付言する。 

 

２. こどもの相談・救済機関の設置を拡充・推進 

  こども・若者の意見反映に関連し、多様な声を聴く工夫として、虐待、いじ 

め、不登校、ヤングケアラー、社会的養護、障害、非行、経済的困窮などをは 

じめ、困難な状況に置かれたこども・若者や低年齢のこども等、脆弱な立場 

にあるこども・若者の意見表明のために多様な手法を検討することに賛成で 

ある。 

検討に当たっては、まず、虐待やいじめ等困難な状況に置かれたこども・

若者は、かけがえのない固有の権利が侵害された状況にあることの理解が必要

である。しかしながら、こども自身が権利を侵害されていると認識しているこ

とは稀であり、漠然と、親子関係や学校での友人関係・教師との関係、家庭や

社会的養護下での生活、学校生活、経済的状況等に「つらい」「悲しい」「苦し

い」「生き辛い」「疲れた」といった悩みを抱えていることが多い。これらの悩

みに寄り添い、それぞれのこどもの声に耳を傾け、どのようにしたいのか、子

どもの視点に立って、解決に向けて伴走する制度が必要である。 

  2022 年の児童福祉法の一部改正により、社会的養護下にあるこどもに対す 

る意見表明支援事業が立法化（児童福祉法第 6条の 3第 17 項など）されたこ 

とは前進であるが、さらには、あらゆる子どもの意見表明の支援の仕組みが検 

討されるべきである。 

  また、真に子どもの権利が保障されるためには、子どもの意見表明を支援す 

るだけではなく、権利侵害が救済される途が確保されている必要がある。 

この点、地方自治体の中には、子ども条例に基づき、子どもの相談・救済 

機関（子どもの権利擁護機関、子どものオンブズパーソン等名称は様々であ 

る）を設置し、子どもに寄り添った相談活動、調整・調査活動、勧告意見表 

明・改善等の提言活動、普及・啓発活動等を実施しているところがある1。こ

のような地方自治体のグッドプラクティスを国として収集し、全国にこども

の相談・救済機関の設置を拡充・推進することを提言する。 

 
1 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編「子どもコミッショナーはなぜ必要か こども

の SOS に応える人権機関」明石書店（2023）71 頁によれば、子ども条例に子どもの相

談・救済制度を規定している自治体は、川西市こどもの人権オンブズパーソンが設置され

て以降、形態は多様であるが 20 年余で 40 を超える（2022 年 10 月現在）。 
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なお、国レベルで、立法・行政の施策が子どもの権利と一致するように、 

独立した専門的立場からモニタリングし、制度改善等の勧告をする子どもコ

ミッショナーの導入については、こども基本法の制定において見送られた経

緯があるが、こども基本法の附則第 2条では「公正かつ適切に評価する仕組

みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必

要な方策について検討を加える」としている他、衆議院附帯決議においては

「基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策につい

ては、必要に応じ、本法の施行後 5年を待つことなく、速やかに検討を加

え」るとしているところ、継続して検討がなされることが期待される。 

 

３．国連子ども委員会一般的意見・総括所見の尊重 

  施策の推進体制として「児童の権利に関する条約に基づく児童の権利委員

会からの総括所見に関し、こども家庭審議会の下で必要な対応について検討

し、国内施策への適切な反映を図る」ことについて基本的に賛成であるが、 

 「子どもの権利に関する条約に基づく国連子どもの権利委員会による一般的

意見及び総括所見を尊重し、こども家庭審議会の下で誠実に対応し、子ども

の権利条約に適合するよう、国内施策への適切な反映を図る」とするべきで

ある。 

  そもそも、我が国は、子どもの権利条約の締約国として、条約を誠実に遵

守する義務（憲法第 98 条 2 項）がある。そして、子どもの権利条約では、

条約において負う義務の履行状況等を審査するため、条約実施機関として子

どもの権利委員会を設置し（条約第 43 条）、締約国に対して定期的な報告書

提出を求め、それらを公開の場で審査し、審査結果に基づき「総括所見

（concluding observations）」を採択し、国内での実施・フォローアップを

締約国に求めることで条約が誠実に実施されることを確保している。 

  この総括所見は、「当該国に対する委員会の権威ある声明」であるととも

に、「締約国一般がとるべき行動の指針的文書」として位置づけられる。総

括所見は、現在の報告制度の性質上、締約国に対して判決のような直接的な

法的拘束力はないが、当該国において正当に尊重され誠実に履行されなけれ

ばならない。なぜなら、総括所見は、条約が実施措置として採用している報

告制度の一環であり、それを誠実に履行することは条約上の義務の一部とい

えるからである2。 

 
2 喜多明人ほか「［逐条解説］子どもの権利条約」日本評論社（2009）11 頁 
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我が国に対する報告書審査は、1994 年の批准以降、4回実施されており、

最新では第 4 回・第 5 回政府報告に対する総括所見（添付 3）が出されてい

るところ、締約国として尊重し、誠実にフォローアップする必要がある。 

また、国連子どもの権利委員会が出す「一般的意見（general comments）」 

は、条約の実施を促進し、締約国による報告義務の履行等を援助するため

に、委員会が締約国の報告審査や当該テーマの一般的討議などに基づいて採

択した正式の文書であり、当該規定についての条約機関の有権的な解釈指針

として位置付けられるものである。したがって、一般的意見は、条約の実施

にかかわる国会での立法、政府・自治体による行政、裁判所での判決などい

ずれにおいても検討され尊重される必要がある3。 

   以上を踏まえ、こども大綱を策定し、子どもの権利条約にのっとり、包括的・ 

総括的施策を推進するに当たり、国連子どもの権利委員会による一般的意見及

び総括所見が尊重されることを明記することを提言する。 

 なお、1994 年の条約批准に当たり、政府は「Convention on the Rights of 

the Child」を「児童の権利に関する条約（児童の権利条約）」と訳したのに

対し、当時から「子どもの権利条約」と訳すべきとの議論がなされてきた。今

般のこども家庭庁の創設に当たり、当事者であるこどもへわかりやすく示すと

いう観点が重視されたこと4、市民社会においては「子どもの権利条約」という

訳語が長年にわたり定着していること等を踏まえれば、こども大綱においては

「子どもの権利条約」と表記することを併せて提言する。 

                               

  

 
3 喜多明人ほか・前掲２ 
4 2021 年 12 月 21 日閣議決定「こども政策の新たな推進に関する基本方針」の脚注１「法

令において年少者や若年者を表すものとして「子ども」「児童」「青少年」といった語が使

われているが、その定義や対象年齢は各法令により様々であり、また、特段の定義が法令

上なされていないものもある。こうしたことを踏まえ、また、当事者であるこどもにとっ

てわかりやすく示すという観点から、ここでは、「こども」の表記を用いる」としてい

る。 



添付１ 

日弁連ホームページ：子どもの権利条約 条約機関の一般的意見 

（https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_general

-comment.html）より引用 

一般的意見 14 

 

Committee on the Rights of the Children 

General comment N o.14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests 

taken as a primary consideration (art.3,p ara.1) 

 

Child -rights impact assessment (C R IA ) 

 99. As mentioned above, the adoption of all measures of implementation should also follow 

a procedure that ensures that the child’s best interests are a primary consideration. The child-

rights impact assessment (CRIA) can predict the impact of any proposed policy, legislation, 

regulation, budget or other administrative decision which affect children and the enjoyment 

of their rights and should complement ongoing monitoring and evaluation of the impact of 

measures on children’s rights. CRIA needs to be built into Government processes at all levels 

and as early as possible in the development of policy and other general measures in order to 

ensure good governance for children’s rights. Different methodologies and practices may be 

developed when undertaking CRIA. At a minimum, they must use the Convention and its 

Optional Protocols as a framework, in particular ensuring that the assessments are 

underpinned by the general principles and have special regard for the differentiated impact 

of the measure(s) under consideration on children. The impact assessment itself could be 

based on input from children, civil society and experts, as well as from relevant Government 

departments, academic research and experiences documented in the country or elsewhere. 

The analysis should result in recommendations for amendments, alternatives and 

improvements and be made publicly available.  

 

 

子どもの権利委員会   

一般的意見 １４ 号 （２０１３年）自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利 

（第３条第１項） 

原文：英語 

日本語訳：平野裕二 

      

子どもの権利影響評価（ＣＲＩＡ） 

 99．前述のとおり、あらゆる実施措置の採択も、子どもの最善の利益が第一次的に考慮さ



  

れることを確保する手続にしたがって行なわれるべきである。子どもの権利影響評価（ＣＲ

ＩＡ）は、子どもおよび子どもの権利の享受に影響を与えるいかなる政策、法令、予算また

はその他の行政決定の提案についてもその影響の予測を可能とするものであり、諸措置が

子どもの権利に及ぼす影響の継続的な監視および評価を補完するものとして用いられるべ

きである。ＣＲＩＡは、子どもの権利に関するグッド・ガバナンスを確保するため、政府が

あらゆるレベルで進めるプロセスに、また可能なかぎり早い段階で政策その他の一般的措

置の策定に、組みこまれなければならない。ＣＲＩＡ を実施する際には、さまざまな手法

および実践を発展させることができる。これらの手法および実践においては、最低限、条約

およびその選択議定書が枠組みとして用いられなければならず、また、とくに、評価に際し

て〔条約の〕一般原則が一貫して適用され、かつ検討中の措置が子どもたちに 及ぼす種々

の影響について特別な考慮が払われることを確保しなければならない。影響評価そのもの

を、子どもたち、市民社会および専門家ならびに関連の政府機関、学術的調査研究および国

内外 で記録された経験から得られた知見に基づいて行なうこともできる。分析の結果、変

更、代替策および改善のための勧告が行なわれるべきであり、また当該分析結果は公に利用

可能とされるべきである。 



添付２ 

日弁連ホームページ：子どもの権利条約 条約機関の一般的意見 

（https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_general

-comment.html）より引用 

一般的意見 5 

 

COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD  

GENERAL COMMENT No. 5 (2003) General measures of implementation of the 

Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6) 

 

Monitoring implementation - the need for child impact assessment and evaluation  

45. Ensuring that the best interests of the child are a primary consideration in all actions 

concerning children (art. 3 (1)), and that all the provisions of the Convention are respected 

in legislation and policy development and delivery at all levels of government demands a 

continuous process of child impact assessment (predicting the impact of any proposed law, 

policy or budgetary allocation which affects children and the enjoyment of their rights) and 

child impact evaluation (evaluating the actual impact of implementation). This process 

needs to be built into government at all levels and as early as possible in the development 

of policy. 

 46. Self-monitoring and evaluation is an obligation for Governments. But the Committee 

also regards as essential the independent monitoring of progress towards implementation 

by, for example, parliamentary committees, NGOs, academic institutions, professional 

associations, youth groups and independent human rights institutions (see paragraph 65 

below). 

47. The Committee commends certain States which have adopted legislation requiring the 

preparation and presentation to parliament and/or the public of formal impact analysis 

statements. Every State should consider how it can ensure compliance with article 3 (1) and 

do so in a way which further promotes the visible integration of children in policy-making 

and sensitivity to their rights. 

 

子どもの権利委員会  

一般的意見５号（２００３年）子どもの権利条約の実施に関する一般的措置 

（第４条、第４２条および第４４条６項） 

原文：英語 

日本語訳：平野裕二 

 

 



  

４５．子どもに関わるあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮される

こと（第３条１項）、またあらゆる行政レベルにおける立法および政策立案ならびにサー

ビス提供で条約のすべての規定が尊重されることを確保するためには、子ども影響事前

評価（子どもおよびその権利の享受に影響を及ぼすいかなる法律、政策または予算配分の

提案についてもその影響を予測すること）と子ども影響事後評価（実施の実際の影響を評

価すること）という継続的プロセスが要求される。このプロセスはあらゆるレベルの行政

機構に、また政策立案のできるだけ早い段階に組み込まれなければならない。  

４６．自己監視と自己評価は政府の義務である。しかし委員会は、たとえば議会委員会、Ｎ

ＧＯ、学術機関、職能団体、若者グループや独立した人権機関（後掲パラ６５参照）が、

実施に向けた進展を独立した立場から監視することも必要不可欠であると考えている。  

４７．委員会は、いくつかの国が、正式な評価分析声明を作成し、議会および（または）公

衆に提示するよう求める法律を採択したことを賞賛する。すべての国は、いかにして第３

条１項の遵守を確保できるか検討すべきであり、そのさい、子どもの存在が政策立案に目

に見える形で統合されること、子どもの権利に配慮が払われることをいっそう促進する

ような方法をとるべきである。 
































